
保険会社向けの総合的な監督指針 新旧対照表（案） 
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改正案 現行 

Ⅱ－4 業務の適切性 

Ⅱ－4－3 苦情等への対処（金融 ADR 制度への対応も含む。） 

Ⅱ－4－3－2 苦情等対処に関する内部管理態勢の確立 

Ⅱ－4－3－2－2 主な着眼点 

保険会社が、苦情等対処に関する内部管理態勢を整備するに当た

り、業務の規模・特性に応じて、適切かつ実効性ある態勢を整備し

ているかを検証する。その際、機械的・画一的な運用に陥らないよ

う配慮しつつ、例えば、以下の点に留意することとする。 

（1）・（2） （略） 

（3） 苦情等対処の実施態勢 

①～⑤ （略） 

⑥ 苦情等対処にあたっては、個人情報について、個人情報の保

護に関する法律その他の法令、個人情報の保護に関する法律に

ついてのガイドライン（通則編）、同ガイドライン（外国にある

第三者への提供編）、同ガイドライン（第三者提供時の確認・記

録義務編）及び同ガイドライン（仮名加工情報・匿名加工情報

編）（以下、合わせて「保護法ガイドライン」という。）、金融分

野ガイドライン等に沿った適切な取扱いを確保するための態

勢を整備しているか（「Ⅱ－4－5 顧客等に関する情報管理態

勢」参照）。 

⑦・⑧ （略） 

（4）～（6） （略） 

 

Ⅱ－4 業務の適切性 

Ⅱ－4－3 苦情等への対処（金融 ADR 制度への対応も含む。） 

Ⅱ－4－3－2 苦情等対処に関する内部管理態勢の確立 

Ⅱ－4－3－2－2 主な着眼点 

保険会社が、苦情等対処に関する内部管理態勢を整備するに当た

り、業務の規模・特性に応じて、適切かつ実効性ある態勢を整備し

ているかを検証する。その際、機械的・画一的な運用に陥らないよ

う配慮しつつ、例えば、以下の点に留意することとする。 

（1）・（2） （同左） 

（3） 苦情等対処の実施態勢 

①～⑤ （同左） 

⑥ 苦情等対処にあたっては、個人情報について、個人情報の保

護に関する法律その他の法令、個人情報の保護に関する法律に

ついてのガイドライン（通則編）、同ガイドライン（外国にある

第三者への提供編）、同ガイドライン（第三者提供時の確認・記

録義務編）及び同ガイドライン（匿名加工情報編）（以下、合わ

せて「保護法ガイドライン」という。）、金融分野ガイドライン

等に沿った適切な取扱いを確保するための態勢を整備している

か（「Ⅱ－4－5 顧客等に関する情報管理態勢」参照）。 

 

⑦・⑧ （同左） 

（4）～（6） （同左） 
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改正案 現行 

Ⅱ－4－5 顧客等に関する情報管理態勢 

Ⅱ－4－5－2 主な着眼点 

（1） （略） 

（2） 個人情報管理 

 ①～③ （略） 

 ④ 個人データの第三者提供に関して、金融分野ガイドライン第

12 条等を遵守するための措置が講じられているか。特に、その

業務の性質や方法に応じて、以下の点にも留意しつつ、個人で

ある顧客から適切な同意の取得が図られているか。 

  ア．～エ． （略） 

（3） （略） 

 

Ⅱ－4－5 顧客等に関する情報管理態勢 

Ⅱ－4－5－2 主な着眼点 

（1） （同左） 

（2） 個人情報管理 

 ①～③ （同左） 

 ④ 個人データの第三者提供に関して、金融分野ガイドライン第

11 条等を遵守するための措置が講じられているか。特に、その

業務の性質や方法に応じて、以下の点にも留意しつつ、個人で

ある顧客から適切な同意の取得が図られているか。 

  ア．～エ． （同左） 

（3） （同左） 

 

（別紙１） 

 

立入検査の基本的手続 

 

本基本手続は、モニタリングの過程において、金融庁及び金融庁

長官から委任を受けて財務局（福岡財務支局及び沖縄総合事務局を

含む。以下同じ。）が実施する法令に基づく立入検査（以下、「立入

検査」という。）に係る基本的な手続を示したものである。 

立入検査は、モニタリングを実施する上での一手段である。他方

で、立入検査は被検査金融機関（立入検査を受検する預金取扱等金

融機関、保険会社等の金融機関をいう。以下同じ。）に大きな負担

等をもたらすおそれがあり、被検査金融機関の理解と協力があって

（別紙１） 

 

立入検査の基本的手続 

 

（同左） 
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改正案 現行 

実施できるものである。 

そのため、検査官及び被検査金融機関双方が、立入検査の実施手

続を理解し、適正なプロセスに則って、円滑かつ効果的な立入検査

を実施することが重要である。 

したがって、本基本手続について被検査金融機関に説明するとと

もに、規定外の取扱いを行う際には、随時、被検査金融機関へ説明

する等の配慮が必要である。 

上記を踏まえ、立入検査は、原則として、以下の手続に基づき実

施する。 

なお、本基本手続の書面・対面に係る記載については、電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

により行うことができるものとする。 

 

１．～３． （略） 

４．情報管理 

（１） （略） 

（２）立入検査等情報管理上の留意点 

検査官等職員は、立入検査等に関する情報を、個人情報の

保護に関する法律等の法令、一般的な行政文書の管理に関す

る規定等に即して、適切に管理する。その際、特に、以下の

点に配慮する。 

①～③ （略） 

（３）・（４） （略） 

５． （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．～３． （同左） 

４．情報管理 

（１） （同左） 

（２）立入検査等情報管理上の留意点 

検査官等職員は、立入検査等に関する情報を、行政機関の

保有する個人情報の保護に関する法律等の法令、一般的な行

政文書の管理に関する規定等に即して、適切に管理する。そ

の際、特に、以下の点に配慮する。 

①～③ （同左） 

（３）・（４） （同左） 

５． （同左） 

 


